
㻝㻜㻝㻚㻝㻛㻝㻜㻝㻚㻟

中３数学 ％ ���
（中止のため）

㻥㻢㻚㻥 㻥㻥㻚㻤㻛㻥㻤㻚㻜

教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 学力向上推進事業（学力調査実施事業） 担当課名 学校教育課

全国学力調査における
国の平均正答率を100とした場合の

市の正答率
単位

Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

中止
知識活用
一体型

知識/活用

 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的

　学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした学習の実現状況および学習や生
活に関する意識や実態を客観的に把握することにより、市内小・中学校における学習指
導上の課題やその改善状況を分析し、今後の教育施策の充実および学校における指導の
一層の改善を図る。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 沿 革

平成１７年度　市学力・学習状況調査の実施（小３、小５、中２を対象に実施）
平成１８年度　島根県学力調査の開始（小３～小６、中１～中３を対象に実施）
平成１９年度　全国学力・学習状況調査の開始（小６、中３を対象に実施）
平成２７年度　島根県学力調査の実施時期の変更（４月から１２月に実施）
平成２８年度　市学力・学習状況調査の再開（小４～小６、中２を対象に実施）
平成３０年度　島根県学力調査の実施学年・教科の変更
　　　　　　　（小５・６、中１・２を対象に実施）
令和２年度　　市学力・学習状況調査の実施学年・教科の変更
　　　　　　　（小３～小５、中１～中２を対象に実施）

事 業 概 要

＜学力調査の実施学年および実施教科等＞

　１　市学力・学習状況調査　　４月１６日（木）
 　【小学校】　第３学年　国語、算数、意識調査
　　　　　　　 第４学年　国語、算数、意識調査
 　　　　　　　第５学年　国語、算数、意識調査
 　【中学校】　第１学年　国語、数学、意識調査
　　　　　　　 第２学年　国語、数学、英語、意識調査

　２　全国学力・学習状況調査　新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
�

　３　島根県学力調査　　　　１２月８日（火）
 　【小学校】　第５学年　国語、算数、意識調査
　　　　　　　 第６学年　国語、算数、意識調査
 　【中学校】　第１学年　国語、数学、英語、意識調査
　　　　　　　 第２学年　国語、数学、英語、意識調査

過去３年間の
事 業 実 績

小６国語 ％ ���
（中止のため）

㻥㻤㻚㻣 㻥㻣㻚㻡㻛㻝㻜㻞㻚㻟

小６算数 ％ ���
（中止のため）

㻥㻥㻚㻜 㻥㻣㻚㻢㻛㻥㻣㻚㻜

中３国語 ％ ���
（中止のため）

㻝㻜㻟㻚㻜
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

委託料（市学力調査） ����� ����� ����� �����
委託料（学力調査に係るＰＣ設定） �� � ��� �

�

県学力調査負担金 � � � �

財源内訳
�単位：千円�

基金繰入金（日本の心のふるさと出雲応援基金） ����� ����� �

旅費（学習改善等）説明会 � � ���

�

合　計 ����� ����� ����� �����

一般財源 ����� ����� ����� �����

自

己

評

価

成 果

１　学力調査の実施により、各小・中学校において教職員が児童生徒の客観的な学力や
　これまでの指導の成果・課題の分析、授業改善の立案・実施等に取り組むことができ
　た。

２　学力調査に併せて行う意識調査の結果分析により、児童生徒の生活習慣や学習習慣
　改善のための指導につなげることができた。

３　学力調査の結果をもとに、本市の学力向上の取組について検証し、次年度の事業計
　画策定に生かすことができた。

課 題 　分析結果の有効な活用について、検討していく必要がある。

評 価

１　学力調査により得られる結果は、児童生徒の学力を客観的に評価できる基礎資料と
　なり、学力向上策の検討や講じた対策の評価のために必要なデータとなるため、継続
　実施していく必要がある。

２　意識調査についても、児童生徒の生活習慣や学習習慣について把握できるデータと
　なるため、継続実施していく必要がある。

今後の方向性

１　国、県、市の学力調査を活用したPDCAサイクルを回すとともに、各校が組織的に授
　業改善が図れるようにする。

２　学習指導要領の示す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を組織
　的に推進するため、教員の授業力向上研修や学校訪問指導等を拡充するとともに、そ
　の取組評価について各学力調査結果を活用する。
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㻝㻜㻝㻚㻝㻛㻝㻜㻝㻚㻟

中３数学 ％ ���
（中止のため）

㻥㻢㻚㻥 㻥㻥㻚㻤㻛㻥㻤㻚㻜

教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 学力向上推進事業（学力調査実施事業） 担当課名 学校教育課

全国学力調査における
国の平均正答率を100とした場合の

市の正答率
単位

Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

中止
知識活用
一体型

知識/活用

 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的

　学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした学習の実現状況および学習や生
活に関する意識や実態を客観的に把握することにより、市内小・中学校における学習指
導上の課題やその改善状況を分析し、今後の教育施策の充実および学校における指導の
一層の改善を図る。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 沿 革

平成１７年度　市学力・学習状況調査の実施（小３、小５、中２を対象に実施）
平成１８年度　島根県学力調査の開始（小３～小６、中１～中３を対象に実施）
平成１９年度　全国学力・学習状況調査の開始（小６、中３を対象に実施）
平成２７年度　島根県学力調査の実施時期の変更（４月から１２月に実施）
平成２８年度　市学力・学習状況調査の再開（小４～小６、中２を対象に実施）
平成３０年度　島根県学力調査の実施学年・教科の変更
　　　　　　　（小５・６、中１・２を対象に実施）
令和２年度　　市学力・学習状況調査の実施学年・教科の変更
　　　　　　　（小３～小５、中１～中２を対象に実施）

事 業 概 要

＜学力調査の実施学年および実施教科等＞

　１　市学力・学習状況調査　　４月１６日（木）
 　【小学校】　第３学年　国語、算数、意識調査
　　　　　　　 第４学年　国語、算数、意識調査
 　　　　　　　第５学年　国語、算数、意識調査
 　【中学校】　第１学年　国語、数学、意識調査
　　　　　　　 第２学年　国語、数学、英語、意識調査

　２　全国学力・学習状況調査　新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
�

　３　島根県学力調査　　　　１２月８日（火）
 　【小学校】　第５学年　国語、算数、意識調査
　　　　　　　 第６学年　国語、算数、意識調査
 　【中学校】　第１学年　国語、数学、英語、意識調査
　　　　　　　 第２学年　国語、数学、英語、意識調査

過去３年間の
事 業 実 績

小６国語 ％ ���
（中止のため）

㻥㻤㻚㻣 㻥㻣㻚㻡㻛㻝㻜㻞㻚㻟

小６算数 ％ ���
（中止のため）

㻥㻥㻚㻜 㻥㻣㻚㻢㻛㻥㻣㻚㻜

中３国語 ％ ���
（中止のため）

㻝㻜㻟㻚㻜
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教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 総合的学習推進事業 担当課名 学校教育課

 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的

１　市内小・中学校で「総合的な学習の時間」を実施するにあたり、学習や活動経費の
　一部を支援し、「総合的な学習」の充実を図る。

２　小学校中・高学年向けの社会科副読本「わたしたちの出雲市」を作成し、教科書で
　学んだことをより身近なものとして捉えられる教材として活用することで、主体的な
　学びの推進を図る。

３　中学生が市政について学び、市政への意見表明が行える場としての中学生議会を開
　催し、市政への広い関心と問題意識を持ち、課題解決への提言が行える人材の育成を
　図るとともに、主権者意識の高揚を図る。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 沿 革

平成１８年度　小学校社会科副読本　発行
　　　　　　　（改訂：平成２１年度・２６年度・２９年度・３１年度）
平成２４年度　第１回中学生議会開催（以後、毎年開催）
平成３１年度　新小学校社会科等副読本　発行
令和　元年度　小学校社会科等副読本　小改訂
令和　２年度　小学校社会科等副読本　小改訂

事 業 概 要

１　総合的学習等への支援
　⑴　「総合的な学習の時間」等で行う活動
　　①　地域講師を招いての様々な体験学習
　　②　地域の方に話を聞いたり、地域の自然に触れるなど、多様なふるさと学習
　⑵　宿泊を伴う校外活動
　　①　県立少年自然の家（江津）
　　②　県立青少年の家（小境町）
　　③　国立三瓶青少年交流の家（大田）

２　社会科等副読本の小改訂
　⑴　改訂内容　令和３年度に開校する朝陽小学校について追加
　⑵　配付対象　小学校第３学年児童

３　中学生議会の開催
　　　【新型コロナウイルス感染症拡大のため中止】

過去３年間の
事 業 実 績

項目 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

学習に招いた地域講師の人数 人 �� �� ��

地域と中学校の文化部活動支援活用校 校 � � �

原子力・エネルギー教育支援事業活用校 校 � � �
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

社会科等副読本作成 ����� ����� ����� �����

財源内訳
�単位：千円�

基金繰入金(日本の心ふるさといずも応援基金） ����� ����� ����� �����
放射線教育支援事業補助金（県10/10） ��� �

総合的な学習の時間支援 ����� ����� ����� �����

���

地域と中学校文化部活動支援 � � � ��

原子力・エネルギー教育支援 ��� � � ��

中学生議会 ��� � ���

� ��

合　計 ����� ����� ����� �����

地域と中学校の文化部活動支援事業交付金 � � � ��

一般財源 ����� ����� ����� �����

自

己

評

価

成 果

１　総合的な学習等の時間に、地域講師を招くなど、出雲市や各地域の自然、歴史及び
　文化などについて学ぶことで郷土への愛着を深めることができた。

２　小学校社会科等副読本は、社会科学習のみならず、「出雲の魅力を他県の人に紹介
　する」活動など、総合的な学習の時間等で活用した。

課 題

１　小学校外国語の教科化等、新しい科目の授業数の確保や、限られた予算配当での実
　施などの理由により、校外での体験活動（特にバス利用を伴う活動）に制約がある。

２　次期教科書改訂の対応や統計データの更新を行う必要がある。

３　中学生議会に臨むにあたって、より多くの生徒が市施策について考え、ふるさとの
　課題の発見やその解決方法について主体的に学ぶ機会となるよう事前・事後学習の工
　夫が必要である。

評 価

１　市や各地域の自然、歴史、文化などについて学ぶことで郷土への愛着を深め、心豊
　かな児童生徒の育成を図るため、一層充実させる必要がある。

２　社会科等副読本は、全小学校で活用されている。今後も、児童が本市の特色や良さ
　を学び、ふるさと出雲への関心や愛着を持つことができるよう、事業継続する必要が
　ある。

今後の方向性

１　引き続き、地域の文化や伝統に触れたり、体験的な活動といった多様な学びの場と
　なる総合的な学習の時間等を充実させ、郷土への愛着と身の回りの様々な課題を見つ
　けそれを解決していくための力をもった心豊かな児童生徒の育成を図る。

２　次期教科書改訂（令和５年度）まで編集委員会事業は休止とするが、毎年小学校３
　年生に配付を行う。

３　中学生議会については、中学生が主権者教育として市政への関心を高めるとと
　もに、主体的活動となるよう実施方法を見直す。
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教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 総合的学習推進事業 担当課名 学校教育課

 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的

１　市内小・中学校で「総合的な学習の時間」を実施するにあたり、学習や活動経費の
　一部を支援し、「総合的な学習」の充実を図る。

２　小学校中・高学年向けの社会科副読本「わたしたちの出雲市」を作成し、教科書で
　学んだことをより身近なものとして捉えられる教材として活用することで、主体的な
　学びの推進を図る。

３　中学生が市政について学び、市政への意見表明が行える場としての中学生議会を開
　催し、市政への広い関心と問題意識を持ち、課題解決への提言が行える人材の育成を
　図るとともに、主権者意識の高揚を図る。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 沿 革

平成１８年度　小学校社会科副読本　発行
　　　　　　　（改訂：平成２１年度・２６年度・２９年度・３１年度）
平成２４年度　第１回中学生議会開催（以後、毎年開催）
平成３１年度　新小学校社会科等副読本　発行
令和　元年度　小学校社会科等副読本　小改訂
令和　２年度　小学校社会科等副読本　小改訂

事 業 概 要

１　総合的学習等への支援
　⑴　「総合的な学習の時間」等で行う活動
　　①　地域講師を招いての様々な体験学習
　　②　地域の方に話を聞いたり、地域の自然に触れるなど、多様なふるさと学習
　⑵　宿泊を伴う校外活動
　　①　県立少年自然の家（江津）
　　②　県立青少年の家（小境町）
　　③　国立三瓶青少年交流の家（大田）

２　社会科等副読本の小改訂
　⑴　改訂内容　令和３年度に開校する朝陽小学校について追加
　⑵　配付対象　小学校第３学年児童

３　中学生議会の開催
　　　【新型コロナウイルス感染症拡大のため中止】

過去３年間の
事 業 実 績

項目 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

学習に招いた地域講師の人数 人 �� �� ��

地域と中学校の文化部活動支援活用校 校 � � �

原子力・エネルギー教育支援事業活用校 校 � � �
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教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 学校同和教育推進事業 担当課名 学校教育課

項　目 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的
　教職員の人権意識の高揚と、同和教育を基底に据えた教育活動の推進を図り、同和問
題をはじめとするあらゆる人権問題の解決をめざそうとする意欲と実践力をもった児童
生徒を育成する。

事 業 概 要

１　研修会及び講演会の開催
　⑴　保育所長・幼稚園長・小中学校長人権・同和教育研修会　　 参加者 77人
　⑵　第1回小・中学校人権・同和教育主任研修会     　　 　　　コロナにより中止
　⑶　同和教育講演会　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　参加者459人
　⑷　転入・新任等教職員同和教育研修会　　　   　　　　　　　参加者103人
　⑸　第2回小・中学校人権・同和教育主任研修会　　　　 　　　 コロナにより中止

２　同和教育啓発指導員の派遣指導等
　　学校教育課に２名、人権同和政策課に５名、計７名の指導員を配置。
　　年度当初と年度末に学校訪問を行い、校内推進体制の確認と指導助言を行った。
　　また、校内研修や同和問題学習の研究授業の指導助言を行った。（延べ189回）

３　人権・同和教育推進員の活動
　　市内の小学校４校と中学校４校の計８名の教員を人権・同和教育推進員に任命。
　　地域の人権・同和教育の推進にあたった。

４　同和問題学習小中一貫カリキュラムの見直し
　　中学校区ごとにカリキュラムの見直しを行い、全ての小・中学校で一貫カリキュ
　ラムに基づいた同和問題学習を実施し、授業研究を行った。（全１４校区）

５　保護者・地域への啓発推進
　⑴　各学校での授業公開
　⑵　人権・同和教育だよりの発行
　⑶　人権作文、人権ポスターの作成（応募総数：作文178点、ポスター208点）
　⑷　人権・同和教育啓発資料「こころつないで」の配布

過去３年間の
事 業 実 績

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 差別解消に向けた教育の推進

事 業 の 沿 革

　昭和５５年度　出雲市教育委員会社会教育課社会同和教育係を設置
　昭和５７年度　出雲市教育委員会に同和教育室を設置
　平成　３年度　同和教育課に改組
　平成１３年度　同和教育課と同和対策課を人権同和対策課に改組。
　　　　　　　　学校同和教育を学校教育課に移管
　平成１９年度　「出雲市人権施策推進基本方針」を策定         ※市・市教委で策定
　平成２４年度　「出雲市人権施策推進基本方針」第一次改定　　 ※市・市教委で改定
  平成２９年度　「出雲市人権施策推進基本方針」第二次改定　　 ※市・市教委で改定

同和教育啓発指導員の学校訪問（回） ��� ��� ���

人権作文･ポスター応募率（％）　※学校数 ���� ���� ����
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

報償費（研修講師謝金・コンクール表彰費） ��� ��� ��� ���

備品購入費（研修用ＤＶＤ） �� ��� ��

人件費（同和教育啓発指導員） ����� ����� ����� �����

使用料（視察研修バス代） � � � ���

��� ��� ���

��

���

��

負担金 � � �� �

合　計 ����� ����� ����� �����
県支出金（人権教育研究指定校事業委託金） � � ���

一般財源 ����� ����� ����� �����

�

旅費（研修講師・指導員・推進員旅費） ��� �� ���

需用費(人権作文ポスター集・カレンダー・パンフレット)

自

己

評

価

成 果

１　各保育所・幼稚園・小・中学校の教職員を対象とする研修の開催や、同和教育啓発
　指導員を全小・中学校に派遣しての校内研修や授業研究を行うことで、児童生徒や教
　職員の人権意識の高揚を図ることができた。

２　同和問題学習については、全小・中学校で実施した。近隣の幼稚園、小中学校等に
　公開し、中学校区での研修をすることができた。ただし、新型コロナウイルス感染予
　防のため公開をしない学校もあった。

課 題

１　人権・同和教育に係る各種事業の取組により、人権意識の高揚や同和問題解決に向
　けた意識啓発が進んでいるものの、様々な人権課題が現存している。こうした人権・
　同和問題の解決に向けて、児童・生徒の実践力を培う活動の更なる充実を図っていく
　必要がある。

２　部落差別・同和問題についての現存認識が薄い教職員が増えているので、「差別の
　現実に学ぶ研修」等の充実を図り、様々な機会を捉えた啓発が必要である。

評 価

１　同和教育啓発指導員の学校訪問や派遣をとおして、研修や授業研究の推進が図られ
　る等、教職員の人権意識の高揚に有効であった。

２　中学校区での同和問題学習の研究授業の取り組みは、相互の取組について理解が進
　み、一貫した指導の充実が図れた。その結果、児童生徒の同和問題の認識を高めると
　ともに、人権意識の高揚にも効果があった。

今後の方向性

１　管理職、人権・同和教育主任等を対象とする研修会や、同和教育啓発指導員による
  訪問指導を通して、全ての児童生徒と教職員の人権意識の更なる高揚や指導力の向上
　を図る。

２　保育所・幼稚園・小・中学校が連携して人権・同和教育に取り組めるように、中学
　校校区での研修を充実させる。

３　同和問題学習の小中一貫カリキュラムの見直しを図り、授業実践を積み重ねてい
　く。

財源内訳
�単位：千円�
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教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 学校同和教育推進事業 担当課名 学校教育課

項　目 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的
　教職員の人権意識の高揚と、同和教育を基底に据えた教育活動の推進を図り、同和問
題をはじめとするあらゆる人権問題の解決をめざそうとする意欲と実践力をもった児童
生徒を育成する。

事 業 概 要

１　研修会及び講演会の開催
　⑴　保育所長・幼稚園長・小中学校長人権・同和教育研修会　　 参加者 77人
　⑵　第1回小・中学校人権・同和教育主任研修会     　　 　　　コロナにより中止
　⑶　同和教育講演会　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　参加者459人
　⑷　転入・新任等教職員同和教育研修会　　　   　　　　　　　参加者103人
　⑸　第2回小・中学校人権・同和教育主任研修会　　　　 　　　 コロナにより中止

２　同和教育啓発指導員の派遣指導等
　　学校教育課に２名、人権同和政策課に５名、計７名の指導員を配置。
　　年度当初と年度末に学校訪問を行い、校内推進体制の確認と指導助言を行った。
　　また、校内研修や同和問題学習の研究授業の指導助言を行った。（延べ189回）

３　人権・同和教育推進員の活動
　　市内の小学校４校と中学校４校の計８名の教員を人権・同和教育推進員に任命。
　　地域の人権・同和教育の推進にあたった。

４　同和問題学習小中一貫カリキュラムの見直し
　　中学校区ごとにカリキュラムの見直しを行い、全ての小・中学校で一貫カリキュ
　ラムに基づいた同和問題学習を実施し、授業研究を行った。（全１４校区）

５　保護者・地域への啓発推進
　⑴　各学校での授業公開
　⑵　人権・同和教育だよりの発行
　⑶　人権作文、人権ポスターの作成（応募総数：作文178点、ポスター208点）
　⑷　人権・同和教育啓発資料「こころつないで」の配布

過去３年間の
事 業 実 績

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 差別解消に向けた教育の推進

事 業 の 沿 革

　昭和５５年度　出雲市教育委員会社会教育課社会同和教育係を設置
　昭和５７年度　出雲市教育委員会に同和教育室を設置
　平成　３年度　同和教育課に改組
　平成１３年度　同和教育課と同和対策課を人権同和対策課に改組。
　　　　　　　　学校同和教育を学校教育課に移管
　平成１９年度　「出雲市人権施策推進基本方針」を策定         ※市・市教委で策定
　平成２４年度　「出雲市人権施策推進基本方針」第一次改定　　 ※市・市教委で改定
  平成２９年度　「出雲市人権施策推進基本方針」第二次改定　　 ※市・市教委で改定

同和教育啓発指導員の学校訪問（回） ��� ��� ���

人権作文･ポスター応募率（％）　※学校数 ���� ���� ����
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参加学級数(延）

参加人数(延)

※R2 4回中止

R2

�� 年度

　市内の小学３年生から中学３年生までを対象とし、年間計画に基づき理科学習を実施
する。
　１時間目は、サイエンスホールで館職員による演示実験、２・３時間目は実験室・実
習室で、児童・生徒自らが実験や観察を行う。
　各学校から科学館までの送迎は民間委託によるバスで行い、遠隔地の学校について
は、理科学習ＤＶＤを視聴する車内学習も実施している。

【令和２年度実績】
　　①対象校数
　　　小学校　３４校　　　中学校　１５校
　　②実施内容
　　　通常の学級の理科学習　１２単元
　　　　（小学３年生、中学１年生および中学３年生　各１単元）
　　　　（小学５年生　３単元）
　　　　（小学４年生、小学６年生および中学２年生　各２単元）
　　　特別支援学級在籍者、不登校傾向・不登校の生徒対象の理科学習
　　③学級数及び延べ人数 ※
　　　学級数　５９２学級　　　　延べ人数　１５，５９７人

　また、教員の理科の授業力向上を図るため、実践的な指導方法についての教員研修
も、実施した。『＋１（プラスワン）理科講座』（令和2年度は5回計画していたが、新
型コロナの影響により１回のみの実施）
　
※新型コロナ拡大防止のための休校期間(4月20日～5月17日）中、理科学習授業開催を中
止した。また休校の影響で学校カリキュラムと進度が合わなくなり、来館を見合わせた
中学校が一部あった。

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的

　学校ではできないような高度な設備・装置等を駆使するとともに、独自のカリキュラ
ムによる創造的な体験・実験学習を通して、児童・生徒の思考力や判断力を高め、理科
だけではなく他の教科についても独創性豊かな学習能力、学習意欲の向上を図る。
　また、理科教材の研究・開発、指導者の育成を推進し、理科教育の充実を図る。

事 業 の 沿 革
平成１４年９月　科学館理科学習を開始
平成１９年度　  新出雲市（旧２市４町）の小中学校へ拡大
平成２４年度　  斐川地域を含む出雲市の全小中学校へ拡大

事 業 概 要

 事業開始年度 平成

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 科学館理科学習事業 担当課名 出雲科学館

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 科学館理科学習等の推進

実施単元数 �� �� ��

��� ��� ���

������ ������ ������

　

【理科学習】 5� 5� Ｈ30

参加人数(延) � �� ��

【教員研修】 5� 5� Ｈ30

実施回数 � � �
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自

己

評

価

成 果

１　アンケートでは、児童生徒の９９.５％が頑張って(小)または進んで(中)科学館学習
　に取り組むことが「できた」「だいたいできた」と、引率教員の９９.７％が、科学館
　学習が「効果的だった」「やや効果的だった」と回答している。

２　県及び全国規模の科学作品展において、多数入賞した。
　〇全国児童生徒才能開発コンテスト科学部門
　　　中央審査会委員長賞入賞　１点
　〇科学の芽賞
　　　中学生部門　1点
　〇県科学作品展
　　　入選２３作品中８作品が出雲市の児童生徒

課 題
　県から４人の理科教員を配置してもらい、市の教員２名、講師３名で理科学習を実施
しているが、ギリギリの体制であり、最低でも現在の指導体制を維持していく必要があ
る。

評 価

　児童生徒の知的好奇心を高めることや問題解決能力の向上につながっており、その成
果は、単に理科学習にとどまらず、他の教科への波及効果も大きい。教員への研修も含
め、事業効果は高いと考える。よって、今後も現状のまま事業を継続していく必要があ
る。

今後の方向性

１　科学館での理科学習をとおして理科好きな児童・生徒を増やし、科学への興味・関
　心を高める。

２　県及び全国規模の科学作品展に応募しようとする意欲ある児童生徒の増加と受賞の
　増加を目指す。

３　理科の指導に携わる学校の教員に対して支援を行うとともに、資質向上のための研
　修を実施し、市全体の理科教育の振興を図る。

４　理科学習・教員研修実施にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を取り、
　安心して学習・研修を行える環境を整える。

������ ������ ������

�����

����� ����� �����

������一般財源

���

繰入金等 ����� ����� ����� �����

合　計 ������ ������ ������ ������

� � �

科学グランプリレプリカ代等 �� �� �� ��

Ｒ1 Ｈ30

白衣クリーニング代等 ��� �� ��� ���

学習材料、教材費 ����� ����� �����

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2

�����

備品購入 ����� ����� ����� �����

財源内訳
�単位：千円�

国県支出金

バス運行業務委託費 ������ ������������ ������

　AVｼｽﾃﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ化機器賃貸借
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参加学級数(延）

参加人数(延)

※R2 4回中止

R2

�� 年度

　市内の小学３年生から中学３年生までを対象とし、年間計画に基づき理科学習を実施
する。
　１時間目は、サイエンスホールで館職員による演示実験、２・３時間目は実験室・実
習室で、児童・生徒自らが実験や観察を行う。
　各学校から科学館までの送迎は民間委託によるバスで行い、遠隔地の学校について
は、理科学習ＤＶＤを視聴する車内学習も実施している。

【令和２年度実績】
　　①対象校数
　　　小学校　３４校　　　中学校　１５校
　　②実施内容
　　　通常の学級の理科学習　１２単元
　　　　（小学３年生、中学１年生および中学３年生　各１単元）
　　　　（小学５年生　３単元）
　　　　（小学４年生、小学６年生および中学２年生　各２単元）
　　　特別支援学級在籍者、不登校傾向・不登校の生徒対象の理科学習
　　③学級数及び延べ人数 ※
　　　学級数　５９２学級　　　　延べ人数　１５，５９７人

　また、教員の理科の授業力向上を図るため、実践的な指導方法についての教員研修
も、実施した。『＋１（プラスワン）理科講座』（令和2年度は5回計画していたが、新
型コロナの影響により１回のみの実施）
　
※新型コロナ拡大防止のための休校期間(4月20日～5月17日）中、理科学習授業開催を中
止した。また休校の影響で学校カリキュラムと進度が合わなくなり、来館を見合わせた
中学校が一部あった。

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的

　学校ではできないような高度な設備・装置等を駆使するとともに、独自のカリキュラ
ムによる創造的な体験・実験学習を通して、児童・生徒の思考力や判断力を高め、理科
だけではなく他の教科についても独創性豊かな学習能力、学習意欲の向上を図る。
　また、理科教材の研究・開発、指導者の育成を推進し、理科教育の充実を図る。

事 業 の 沿 革
平成１４年９月　科学館理科学習を開始
平成１９年度　  新出雲市（旧２市４町）の小中学校へ拡大
平成２４年度　  斐川地域を含む出雲市の全小中学校へ拡大

事 業 概 要

 事業開始年度 平成

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 科学館理科学習事業 担当課名 出雲科学館

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 科学館理科学習等の推進

実施単元数 �� �� ��

��� ��� ���

������ ������ ������

　

【理科学習】 5� 5� Ｈ30

参加人数(延) � �� ��

【教員研修】 5� 5� Ｈ30

実施回数 � � �
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教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 科学館生涯学習事業 担当課名 出雲科学館

 事業開始年度 平成 �� 年度

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 科学館理科学習等の推進

事 業 の 目 的
　各種の実験・ものづくり教室や、イベント、企画展等の開催を通して、新たな発見や
感動を共有していくことで、市民の科学技術に関する興味や知識を高めて知識や技術の
向上を促し、本市の人材育成を図る。

事 業 の 沿 革
　平成１４年７月の開館以降、継続して、各種の実験やものづくり教室、イベント、企
画展等を実施している。

事 業 概 要

　土・日曜日や祝日、夏季休業期間中などに、主に子どもたちを対象とする実験やもの
づくり教室等を開催した。このほか、幅広い年齢層を対象とした企画展、科学講座、サ
イエンスショー等を実施した。ほかに、常設する展示装置を活用し、年々来館が増加傾
向にある幼児等への科学への興味や関心を高めた。

　　　　【分類】　　　　　　　　　　　　　　　　【種類】　　　【開催回数】
１　サイエンスショー　　　　　　　　　　　　　　　２種類　　　　　１２回
２　チャレンジ！教室　　　　　　　　　　　　　　４４種類　　　　６２４回
３　なるほど！教室　　　　　　　　　　　　　　　１２種類　　　　　３１回
４　レベルアップ☆サイエンス　　　　　　　　　　　３種類　　　　　１１回
５　クラブ系講座　　　　　　　　　　　　　　　　１０種類　　　　　３５回
６　その他各種教室　　　　　　　　　　　　　　　２１種類　　　　　６８回
７　３Ｄ映画・プラネタリウム　　　　　　　　　　　２種類　　　　　５２回
８　企画展・講演会　　　　　　　　　　　　　　　１６種類　　  　　１６回

過去３年間の
事 業 実 績

5�

������

������

57,754人

164,637人

5�

教室等参加者数

科学館来館者数

+��

61,811人

170,207人

項　目
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��� ���

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2

科学の祭典補助金 ��� �

合　計

教室等開催に係る材料費等 ����� �����

財源内訳
�単位：千円�

各種教室等参加者負担金 ��� ���

外部講師招聘経費 ����� ��� ��� �����

Ｒ1 Ｈ30

保険料、機材等運送料等 ��� �� ��� ���

����� ����� ����� �����

��� ���

その他（バス借上げ等） ��� ��� ��� ���

����� �����

講演会協賛寄付金 � � ��� �

一般財源 ����� ����� ����� �����

自

己

評

価

成 果

１　令和２年度は新型コロナの影響により開館以来最小の入館者数８４，９９１人と
　なった。また、例年実施している他館との連携事業や地域団体向けの教室などは、
　新型コロナの影響により中止し、また、教室開催にあたっては、定員を半減させた
　り、開催回数を制限したりするなど、規模を縮小して開催したため、教室参加者数
　も１２，８６３人と前年度の４分の１以下となった。

２　人数や回数を制限する中ではあったが、教室参加者のアンケートでは、99％が
　「とても良かった」「良かった」と回答している。

課 題

１　新型コロナウイルス感染予防対策を取り、来館者が安心して科学館を利用できる
　環境を整えながら事業を実施していく必要がある。

２　常設展示物や映像が老朽化しており、今後も計画的に更新する必要がある。

３　幅広い年齢層にバランスよく対応した生涯学習の機会や場の提供を、より工夫し
　て実施する必要がある。

評 価

　市民の科学技術に関する興味や知識を高めることに対して一定の成果があっており、
事業効果は高いと考えるが、設備の老朽化などの課題もある。新型コロナウイルス感染
予防対策を取りながら、設備をより学習効果の高いものへ更新するとともに、教室等の
内容の充実をより一層図り、事業を継続していく必要がある。

今後の方向性

１　新型コロナウイルス感染予防対策を取りながら、館運営を行う。

２　幅広い年齢層やレベルに応じた、様々なジャンルの教室をバランスよく開催する。

３　関心や話題性の高いテーマでの企画展や講演会等をタイムリーに開催する。

４　新たなニーズを発掘するとともに、より効果的な情報発信を行う。
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教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 科学館生涯学習事業 担当課名 出雲科学館

 事業開始年度 平成 �� 年度

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 科学館理科学習等の推進

事 業 の 目 的
　各種の実験・ものづくり教室や、イベント、企画展等の開催を通して、新たな発見や
感動を共有していくことで、市民の科学技術に関する興味や知識を高めて知識や技術の
向上を促し、本市の人材育成を図る。

事 業 の 沿 革
　平成１４年７月の開館以降、継続して、各種の実験やものづくり教室、イベント、企
画展等を実施している。

事 業 概 要

　土・日曜日や祝日、夏季休業期間中などに、主に子どもたちを対象とする実験やもの
づくり教室等を開催した。このほか、幅広い年齢層を対象とした企画展、科学講座、サ
イエンスショー等を実施した。ほかに、常設する展示装置を活用し、年々来館が増加傾
向にある幼児等への科学への興味や関心を高めた。

　　　　【分類】　　　　　　　　　　　　　　　　【種類】　　　【開催回数】
１　サイエンスショー　　　　　　　　　　　　　　　２種類　　　　　１２回
２　チャレンジ！教室　　　　　　　　　　　　　　４４種類　　　　６２４回
３　なるほど！教室　　　　　　　　　　　　　　　１２種類　　　　　３１回
４　レベルアップ☆サイエンス　　　　　　　　　　　３種類　　　　　１１回
５　クラブ系講座　　　　　　　　　　　　　　　　１０種類　　　　　３５回
６　その他各種教室　　　　　　　　　　　　　　　２１種類　　　　　６８回
７　３Ｄ映画・プラネタリウム　　　　　　　　　　　２種類　　　　　５２回
８　企画展・講演会　　　　　　　　　　　　　　　１６種類　　  　　１６回

過去３年間の
事 業 実 績

5�

������

������

57,754人

164,637人

5�

教室等参加者数

科学館来館者数

+��

61,811人

170,207人

項　目
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事 業 概 要

特別支援介助者配置数（中学校） 人 7（6校）    6（ 6校）    4（ 4校）

項　目 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

特別支援教育補助者配置数（中学校） 人役   32（14校）   34（14校）

特別支援介助者配置数（小学校） 人 24（15校）   21（14校）   21（14校）

特別支援教育補助者配置数（小学校） 人役 93（33校）   92（33校）   90（32校）

R2

31（14校）

 事業開始年度 平成 � 年度

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　特別な支援を必要とする児童生徒のために、特別支援教育補助者、特別支援介助者を
小・中学校に配置し、特別な支援が必要な児童生徒一人一人を大切にする学校づくりを
すすめる。

事 業 の 沿 革

平成　９年度　「スクールヘルパー」「特別支援補助ヘルパー」
　　　　　　　「特別支援教育ヘルパー」を配置
平成２０年度　「スクールヘルパー」「特別支援補助ヘルパー」に改名
平成２４年度　「特別支援教育補助者」「特別支援介助者」に改名

１　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置
　⑴　業務内容
　　①　特別支援教育補助者
　　　ア）発達障がい等支援を必要とする児童生徒の支援
　  　イ）学校に登校していても教室に入りにくかったり、集団になじみにくかったり
　　　　する児童生徒の支援
　　②　特別支援介助者
　　　　肢体不自由や自閉症など、日常的に介助を必要とする児童生徒の支援
　⑵　配置日数及び時間
　　①　特別支援教育補助者　年間660時間
　　②　特別支援介助者　　　年間204日

２　特別支援教育補助者等を対象とした研修会の実施
　⑴　第１回…支援のあり方についての講話
　⑵　第２回…児童・生徒への対応のあり方についての演習
　　　　※第２回は新型コロナウイルス感染予防のため中止

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 スクールヘルパー事業 担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 特別支援教育の充実
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Ｒ1 Ｈ30

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2

財 源 内 訳
�単位：千円�

合　計 ������� ������� �������

特別支援介助者等　人件費 ������ ������ ������ ������

旅費 ��� �� ��� ���

特別支援教育補助者　人件費 ������ ������ ������ ������

������一般財源

�������

負担金 ��� �� �� ���

������ ������ ������ ������「日本の心のふるさと出雲」応援基金繰入金

自

己

評

価

成 果
　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置により、学校の支援体制が充実し、特
別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態に応じたきめ細かな支援を行うことができ
ている。

課 題

１　特別な支援を必要とする児童生徒が増加する中、学校からの要望も増加している。
　また、年度途中の転入等で特別支援教育補助者の配置が必要となった場合、人材の確
　保が難しい。

２　日本語指導を必要としている児童生徒の増加に伴い、発達に課題のある児童生徒も
　増加しており、対応が難しくなっている。

評 価
　対象の児童生徒や学校にとって、特別支援教育補助者の果たしている役割は大きい。
また、介助を必要とする児童生徒は、特別支援介助者の支援により学校生活への適応に
つながっている。

今後の方向性

１　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置を維持し支援が必要な児童生徒への
　支援を継続していく。

２　県に対し、特別支援教育にかかる県の非常勤講師の増員及び特別支援学級の学級編
　制基準の引き下げを要望していく。

３　研修において、特別支援教育補助者及び特別支援介助者と教職員との情報共有、連
　携の仕方等について、学校間で情報共有していく。

������ ������ ������
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事 業 概 要

特別支援介助者配置数（中学校） 人 7（6校）    6（ 6校）    4（ 4校）

項　目 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

特別支援教育補助者配置数（中学校） 人役   32（14校）   34（14校）

特別支援介助者配置数（小学校） 人 24（15校）   21（14校）   21（14校）

特別支援教育補助者配置数（小学校） 人役 93（33校）   92（33校）   90（32校）

R2

31（14校）

 事業開始年度 平成 � 年度

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　特別な支援を必要とする児童生徒のために、特別支援教育補助者、特別支援介助者を
小・中学校に配置し、特別な支援が必要な児童生徒一人一人を大切にする学校づくりを
すすめる。

事 業 の 沿 革

平成　９年度　「スクールヘルパー」「特別支援補助ヘルパー」
　　　　　　　「特別支援教育ヘルパー」を配置
平成２０年度　「スクールヘルパー」「特別支援補助ヘルパー」に改名
平成２４年度　「特別支援教育補助者」「特別支援介助者」に改名

１　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置
　⑴　業務内容
　　①　特別支援教育補助者
　　　ア）発達障がい等支援を必要とする児童生徒の支援
　  　イ）学校に登校していても教室に入りにくかったり、集団になじみにくかったり
　　　　する児童生徒の支援
　　②　特別支援介助者
　　　　肢体不自由や自閉症など、日常的に介助を必要とする児童生徒の支援
　⑵　配置日数及び時間
　　①　特別支援教育補助者　年間660時間
　　②　特別支援介助者　　　年間204日

２　特別支援教育補助者等を対象とした研修会の実施
　⑴　第１回…支援のあり方についての講話
　⑵　第２回…児童・生徒への対応のあり方についての演習
　　　　※第２回は新型コロナウイルス感染予防のため中止

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 スクールヘルパー事業 担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 特別支援教育の充実
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���

項　目 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

不登校相談員（小）が関わった児童数 実人数 ��� ��� ���

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 不登校対策事業（校内支援体制の充実） 担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 不登校対策の充実

平成２３年度　不登校相談員を小学校に配置
平成２６年度　不登校対策コーディネーターを校務分掌に位置付け
平成２７年度　不登校相談員を中学校にも配置

事 業 概 要

不登校相談員（中）が関わった保護者数 実人数 �� �� ��

※小学校の不登校相談員がかかわった児童・保護者数は、Ｈ３０年度までは決められた別室での相
談数のみを計上していたが、Ｒ元年度からは別室以外の場所での相談数も計上することとしたため
大幅に増えた。

不登校相談員（小）が関わった保護者数 実人数 ��� ��� ��

不登校相談員（中）が関わった生徒数 実人数 ��� ���

不登校相談員（中学校）任用経費

 事業開始年度 平成 �� 年度

１  不登校対策コーディネーター（各校１名）の指名
　⑴位置付け、内容
　　　不登校対策コーディネーターを校務分掌に位置づけ、組織的に未然防止、初期対
　　応等を行う。
　⑵研修会　不登校対策コーディネーター研修会の開催（５月・６月）
２　不登校相談員の配置（配置校各１名）
　⑴配置校
　　①小学校（１２校）【県事業】
　　②中学校（８校）　【市単独】
　⑵業務
　　①児童生徒及び保護者の相談
　　②不登校及び不登校傾向児童生徒の家庭への訪問
　　③別室登校している児童生徒の学習支援
　⑶不登校相談員連絡協議会の開催
　　①小・中学校（４月：市主催）
　　②小・中学校（８月：市主催）
　　③小学校　　（９月：県主催）

過去３年間の
事 業 実 績

Ｒ1 Ｈ30

事 業 の 目 的
　学校における不登校支援体制を充実させ、不登校の未然防止・早期対応を行うため
に、教職員の中から不登校対策コーディネーターを指名する。また、児童生徒への支援
や家庭訪問等を行うため、不登校相談員を配置する。

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2

事 業 の 沿 革

不登校相談員（小学校）任用経費 ������ ������ ������ �����

財源内訳
�単位：千円�

国県支出金 ����� ����� ������

合　計 ������ ������ ������ ������

����� ����� ����� �����

R2

����� ����� ����� �����一般財源

�����
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自

己

評

価

成 果

１　不登校対策コーディネーターや不登校相談員の配置により、不登校の未然防止や
　初期対応、学校復帰に繋げることができた。
２　不登校児童生徒のうち、不登校の状況が改善された児童生徒の割合
　(改善…概ね学校に通ったり教育支援センターに通ったりすることが多い児童生徒)
　⑴令和元年度
　　　小学校：３２．９６％　中学校：３７．６６％　合計：３５．６１％
　⑵令和２年度
　　　小学校：２９．９３％　中学校：３７．６０％　合計：３４．６４％
　　不登校が改善された児童生徒の割合は、３５％前後を維持している。

課 題

１　不登校児童生徒の割合
　⑴令和元年度
　　　小学校：１．８５％　中学校：４．８３％　全体：２．８４％
　⑵令和２年度
　　　小学校：１．５２％　中学校：４．９６％　全体：２．６４％
　　小・中学校全体の不登校及び不登校傾向の児童生徒の割合は、前年度より０．２０
　ポイント減となり、微減となったが、依然として高い状況にある。
２　不登校相談員は、１日の勤務時間が限られており、担任等と連絡・相談する時間の
　確保に課題がある。また、別室での午後の対応が難しくなっている。

評 価

１　不登校相談員配置校では、活用の在り方や支援の方法について工夫が行われ、個
　に応じた支援が行われている。
２　小学校では別室や保健室等での相談や対応が充実してきている。一方、中学校で
　は家庭に閉じこもりがちな生徒に対し、不登校相談員が家庭訪問をしての支援が行
　われ、効果をあげている。

今後の方向性

１　不登校になる児童生徒数の増加・長期化等に対応するため、小学校の不登校相談
　員の配置校数の維持及び中学校に配置される学びいきいきサポート事業（県事業）
　による非常勤講師の増員と複数配置を県に要望する。
２　毎月の長期欠席調査をもとに、学校の支援の在り方について聞き取りを行い、状
　況に応じて助言・指導を行う。
３　不登校相談員と教員との連携の仕方や効果的な活用の方法について、研修を通じ
　て改善していく。
４　不登校の未然防止のため、アンケート調査の実施や教育相談の充実等校内での体
　制づくりに取り組む。

���

項　目 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

不登校相談員（小）が関わった児童数 実人数 ��� ��� ���

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 不登校対策事業（校内支援体制の充実） 担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 不登校対策の充実

平成２３年度　不登校相談員を小学校に配置
平成２６年度　不登校対策コーディネーターを校務分掌に位置付け
平成２７年度　不登校相談員を中学校にも配置

事 業 概 要

不登校相談員（中）が関わった保護者数 実人数 �� �� ��

※小学校の不登校相談員がかかわった児童・保護者数は、Ｈ３０年度までは決められた別室での相
談数のみを計上していたが、Ｒ元年度からは別室以外の場所での相談数も計上することとしたため
大幅に増えた。

不登校相談員（小）が関わった保護者数 実人数 ��� ��� ��

不登校相談員（中）が関わった生徒数 実人数 ��� ���

不登校相談員（中学校）任用経費

 事業開始年度 平成 �� 年度

１  不登校対策コーディネーター（各校１名）の指名
　⑴位置付け、内容
　　　不登校対策コーディネーターを校務分掌に位置づけ、組織的に未然防止、初期対
　　応等を行う。
　⑵研修会　不登校対策コーディネーター研修会の開催（５月・６月）
２　不登校相談員の配置（配置校各１名）
　⑴配置校
　　①小学校（１２校）【県事業】
　　②中学校（８校）　【市単独】
　⑵業務
　　①児童生徒及び保護者の相談
　　②不登校及び不登校傾向児童生徒の家庭への訪問
　　③別室登校している児童生徒の学習支援
　⑶不登校相談員連絡協議会の開催
　　①小・中学校（４月：市主催）
　　②小・中学校（８月：市主催）
　　③小学校　　（９月：県主催）

過去３年間の
事 業 実 績

Ｒ1 Ｈ30

事 業 の 目 的
　学校における不登校支援体制を充実させ、不登校の未然防止・早期対応を行うため
に、教職員の中から不登校対策コーディネーターを指名する。また、児童生徒への支援
や家庭訪問等を行うため、不登校相談員を配置する。

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2

事 業 の 沿 革

不登校相談員（小学校）任用経費 ������ ������ ������ �����

財源内訳
�単位：千円�

国県支出金 ����� ����� ������

合　計 ������ ������ ������ ������

����� ����� ����� �����

R2

����� ����� ����� �����一般財源

�����
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 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的
　いじめ・問題行動等に対して、未然防止、早期発見、初期対応・組織的な対応を図り、
児童生徒が学校生活を安全安心に充実して過ごすことができるよう支援する。

事 業 の 沿 革

平成２５年度　いじめ防止対策推進法施行
　　　　　　　アンケートＱＵ実施（小５・中１～中３、年間１回）
平成２６年度　出雲市いじめ問題対策委員会設置
　　　　　　　アンケートＱＵ拡充（小３～中３、年間２回）
　　　　　　　中学生議会でフレンドシップ宣言を議決
平成２７年度　アンケートＱＵ対象学年を小２に拡充
令和２年度　　出雲市いじめ防止等に関する条例制定、出雲市いじめ防止基本方針の改
　　　　　　　訂、出雲市いじめ問題対策連絡協議会設置

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 いじめ・問題行動等対策事業 担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 いじめ問題対策等の取組

R2

１　出雲市いじめ問題対策連絡協議会
　⑴　委員：医療、教育、福祉、関係行政機関の職員、関係団体・校長会の代表、市役
　　　　　　所関係課　… １４人
　⑵　内容
　　①　いじめ防止等の取組に関する事項について協議する。
　　②　関係機関の連携に関する事項について協議する。
２　出雲市いじめ問題対策委員会
　⑴　委員：医療、教育、福祉、関係行政職員 … ７人
　⑵　内容
    ①　「出雲市いじめ防止基本方針」に基づくいじめ防止等のための施策について審
　　　　議し、提言を行う。
　　②　学校、保護者その他の関係者からいじめに関する通報及び相談を受けた場合、
　　　　必要に応じて当該いじめへの対処について検討し、必要な助言等を行う。
３　アンケートＱＵの実施・活用
　⑴　対象：小学校２年～中学校３年の全児童生徒
　⑵　回数：年間２回（延べ22,358人実施）
　⑶　活用：校内検討会議で、学級や個々の児童生徒への支援計画を立て実践する。
４　いじめ対応教職員研修
　⑴　いじめ対応コーディネーター対象（８月）受講者４７人
　⑵　新任・転入・採用管理職対象（９月）　　受講者２７人
５　ネットトラブル対応研修
　　保護者、教職員対象研修（１０月）
６　フレンドシップ事業（令和２年度は中止）
７　いじめ防止に係る学校訪問等
　⑴　校長面接（８月）
　⑵　教育長・部長・次長による学校訪問（９月、１０月）
　⑶　いじめ対応チームによる学校訪問（２ヵ月に１回程度）

事  業  概  要
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自

己

評

価

成 果

１　アンケートＱＵを活用して、よりよい学級づくりや児童生徒の人間関係づくりを進
　めることによって、いじめの未然防止や早期発見につながっている。
２　研修等を通して、教職員のいじめの認知、早期発見・早期対応に対する意識が高ま
　った。
３　実際に起きたいじめの事例に基づいた研修会を実施し、教員の資質向上を図った。
４　出雲市いじめ問題対策連絡協議会により、いじめ問題について関係機関と情報共有
　することができた。
５　いじめ問題への対応の仕方や適切な教職員研修のあり方について、出雲市いじめ問
　題対策委員会から助言を受けることができた。
６　いじめ問題に特化した教育長の校長面接や指導主事の学校訪問により、教育委員会
　で早期の状況把握と助言ができ、また学校ではいじめ問題に対する意識が高まった。

課 題

１　学校現場において、いじめの未然防止や組織的対応等の意識は高まっているが、今
　後も継続して研修を行う必要がある。
２　インターネット等を中心としたオンラインゲームによる課金問題や生活習慣の乱れ、
　ＳＮＳ上での誹謗中傷等の問題行動が見られる。
３　発達障がいのある児童生徒によるいじめへの対応について、医療等の専門機関との
　連携が必要なケースが増えてきている。

評 価

　各学校において、いじめに対する意識が高まり、児童生徒や保護者へのアンケート調
査、教育相談や保護者面談を通して、早期発見と対応が図られるようになった。いじめ
問題への対応は、さらに医療・関係機関との連携強化などの必要があるため、今後も継
続していく。

今後の方向性

１　各学校で教員の中から「いじめ対応コーディネーター」を選任し、校内のいじめ対
　応の体制強化を図る。
２　いじめ問題に特化した教育長の校長面接や指導主事の学校訪問を実施し、いじめの
　早期把握と助言を行うほか、各学校のいじめ問題のさらなる意識の高揚を図る。
３　いじめ対応の教員研修の対象者や内容を見直し、教職員の資質と学校の組織力の向
　上を図る。
４　ネットトラブルの幼少期からの注意喚起の必要性から、研修対象者を保育所・幼稚
　園の保護者へ拡大する。
５　フレンドシップ事業を継続して行い、児童生徒が自分たちの問題としてとらえ、人
　権意識の高揚を通じていじめの未然防止を図る。

需用費 ��� �� ���
�����

国県支出金 ����� ����� �����

���
委託料 ����� ����� �����

合　計 ����� ����� ������ �����

�� �� ��

Ｒ1 Ｈ30

ネットトラブル対応研修受講者 人 �� ��� ���

※件数の計上
基準が異なる
ため記載しな
い。

���

���

��

��

いじめの認知件数（小学校） 件

いじめの認知件数（中学校） 件

���

���

��

��件

問題行動発生件数（中学校） 件

報　酬（委員） ��� ��� ����� ���

旅　費 ��� �� ��� ���
報償費

過去３年間の
事 業 実 績

Ｒ1 Ｈ30

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
�単位：千円�

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2

項　目 単位 Ｒ2

財源内訳
(単位：千円)

ネットトラブル発生件数（小学校） 件 �� �� �

ネットトラブル発生件数（中学校） 件 �� �� ��

����� ����� ����� �����一般財源
�����

��

問題行動発生件数（小学校）
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 事業開始年度 平成 �� 年度

事 業 の 目 的
　いじめ・問題行動等に対して、未然防止、早期発見、初期対応・組織的な対応を図り、
児童生徒が学校生活を安全安心に充実して過ごすことができるよう支援する。

事 業 の 沿 革

平成２５年度　いじめ防止対策推進法施行
　　　　　　　アンケートＱＵ実施（小５・中１～中３、年間１回）
平成２６年度　出雲市いじめ問題対策委員会設置
　　　　　　　アンケートＱＵ拡充（小３～中３、年間２回）
　　　　　　　中学生議会でフレンドシップ宣言を議決
平成２７年度　アンケートＱＵ対象学年を小２に拡充
令和２年度　　出雲市いじめ防止等に関する条例制定、出雲市いじめ防止基本方針の改
　　　　　　　訂、出雲市いじめ問題対策連絡協議会設置

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 いじめ・問題行動等対策事業 担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 いじめ問題対策等の取組

R2

１　出雲市いじめ問題対策連絡協議会
　⑴　委員：医療、教育、福祉、関係行政機関の職員、関係団体・校長会の代表、市役
　　　　　　所関係課　… １４人
　⑵　内容
　　①　いじめ防止等の取組に関する事項について協議する。
　　②　関係機関の連携に関する事項について協議する。
２　出雲市いじめ問題対策委員会
　⑴　委員：医療、教育、福祉、関係行政職員 … ７人
　⑵　内容
    ①　「出雲市いじめ防止基本方針」に基づくいじめ防止等のための施策について審
　　　　議し、提言を行う。
　　②　学校、保護者その他の関係者からいじめに関する通報及び相談を受けた場合、
　　　　必要に応じて当該いじめへの対処について検討し、必要な助言等を行う。
３　アンケートＱＵの実施・活用
　⑴　対象：小学校２年～中学校３年の全児童生徒
　⑵　回数：年間２回（延べ22,358人実施）
　⑶　活用：校内検討会議で、学級や個々の児童生徒への支援計画を立て実践する。
４　いじめ対応教職員研修
　⑴　いじめ対応コーディネーター対象（８月）受講者４７人
　⑵　新任・転入・採用管理職対象（９月）　　受講者２７人
５　ネットトラブル対応研修
　　保護者、教職員対象研修（１０月）
６　フレンドシップ事業（令和２年度は中止）
７　いじめ防止に係る学校訪問等
　⑴　校長面接（８月）
　⑵　教育長・部長・次長による学校訪問（９月、１０月）
　⑶　いじめ対応チームによる学校訪問（２ヵ月に１回程度）

事  業  概  要
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第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 学校給食の充実 施  策 安全・安心でおいしい給食の推進

教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 学校給食事業 担当課名 学校給食課

事 業 の 目 的

１　安全・安心な学校給食の安定提供

２　学校給食における食育の推進

３　地場産物活用の推進

事 業 の 沿 革

昭和３１年　学校給食開始（旧出雲市）

昭和３３年　学校給食会発足（旧出雲市）

平成２４年　学校給食会統合（２市５町７給食会を統合）

事 業 概 要

１　安全・安心な学校給食の提供
【学校給食会】
  ⑴　学校給食に使用する食材の調達・支払
　⑵　学校給食費の管理
　⑶　学校給食調理業務（佐田・湖陵センター）
　⑷　学校給食会雇用職員の労務管理
【出雲市】
　⑴　学校給食調理に係る一般管理業務
　⑵　施設の維持管理業務
　⑶　学校給食配送委託
　⑷　食物アレルギー対応研修会の開催

２　食育に関する業務
　⑴　いずもスクールランチクッキング
　⑵　試食会の開催

３　地場産物活用の推進
　　ＪＡ、市場関係者及び給食センターとの３者で毎月行う学校給食マッチング会議
　の開催

 事業開始年度 昭和 年度

学校給食対象人数 人
過去３年間の
事 業 実 績

【活動指標名】/年度実績・評価 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

学校給食受配校 校・園

学校給食配食数 食

給食実施日数 日
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Ｈ30

一般会計

一般職人件費

項　目 Ｒ3(予算) Ｒ2 Ｒ1

（うち学校給食会業務会計
　委託料）

給食業務推進費

学校給食センター管理費

（うち嘱託員等（会計年
　度任用職員）雇用経費）

会計 業務会計

給食配送業務費

学校給食会
物資会計

合　計

地方債

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　安全・安心な学校給食の安定提供
　⑴　調理従事者を対象に、衛生管理研修会を開催した。
　⑵　新型コロナウイルス感染防止のため、次の研修会は中止し、資料配付を行った。
　　　①納入事業者・配送事業者を対象とした衛生管理研修会
　　　②教職員を対象とした食物アレルギー対応研修会

２　食育の推進
　⑴　新型コロナウイルス感染防止のため、親子料理教室「いずもスクールランチクッ
　　キング」は中止とした。
　⑵　食育ボランティアを対象とした講話および試食会を行った。

３　地場産物の活用
　⑴　ＪＡ・市場関係者と青果物の学校給食マッチング会議を毎月開催、旬の食材を調
　　達した。
　⑵　献立を工夫し、地元産物を取り入れた学校給食を提供した。

課 題

１　安全衛生管理の徹底（異物混入防止対策、ノロウイルス対策、施設衛生環境改善）

２　施設・設備の老朽化にともなう修繕及び更新等のコスト増

３　学校給食費の公会計への移行

財源内訳
(単位：千円)

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

評 価

　安全・安心を第一に、子どもたちが喜ぶ、栄養バランスのとれた給食の提供に努める
とともに、望ましい食習慣の確立と食生活の改善に寄与するよう実施した。
　平成３１年１月に実施した異物混入防止対策により、重大な異物混入事案は防ぐこと
ができた。

今後の方向性

　令和４年度から学校給食費を公会計へ移行するための準備作業を進める。
（令和２年度はシステム開発業務を行い、令和３年度は納付書等帳票作成処理業務を行
う。）
　公会計への移行が完了した時点で、任意団体「出雲市学校給食会」を廃止する。

その他特定財源
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教育委員会事務事業点検・評価シート R2

事 務 事 業 名 学校給食事業 担当課名 学校給食課

事 業 の 目 的

１　安全・安心な学校給食の安定提供

２　学校給食における食育の推進

３　地場産物活用の推進

事 業 の 沿 革

昭和３１年　学校給食開始（旧出雲市）

昭和３３年　学校給食会発足（旧出雲市）

平成２４年　学校給食会統合（２市５町７給食会を統合）

事 業 概 要

１　安全・安心な学校給食の提供
【学校給食会】
  ⑴　学校給食に使用する食材の調達・支払
　⑵　学校給食費の管理
　⑶　学校給食調理業務（佐田・湖陵センター）
　⑷　学校給食会雇用職員の労務管理
【出雲市】
　⑴　学校給食調理に係る一般管理業務
　⑵　施設の維持管理業務
　⑶　学校給食配送委託
　⑷　食物アレルギー対応研修会の開催

２　食育に関する業務
　⑴　いずもスクールランチクッキング
　⑵　試食会の開催

３　地場産物活用の推進
　　ＪＡ、市場関係者及び給食センターとの３者で毎月行う学校給食マッチング会議
　の開催

 事業開始年度 昭和 年度

学校給食対象人数 人
過去３年間の
事 業 実 績

【活動指標名】/年度実績・評価 単位 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30

学校給食受配校 校・園

学校給食配食数 食

給食実施日数 日
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